
45 ふくしま 市政だより 令和３年２月号

１．個人市・県民税の申告が必要な方３．申告に必要なもの 令和２年１〜12月の収入・控除・経費の金額が分かるものをお持ちください。

全ての方
はんこ、申告のご案内（送付されている方のみ）、通帳など口座番号が分かるもの、
マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証や健康保険証、年金手帳などの身元確認書類を
１点お持ちください。

利用者識別番号（16桁）を
お持ちの方 税務署からの確定申告のお知らせ（はがき・通知書）、ID・パスワード方式の届出完了通知

営業・農業・不動産収入が
あった方

収支が分かる仕入れ・売上げなどの帳簿類、必要経費の領収書などを科目ごとに集計してお持ちくださ
い。集計をされていない場合、受付時間が長くなることがあります。
※平成26年１月から記帳・帳簿等の保存が義務化されています。

給与・年金収入があった方 給与・年金の源泉徴収票。給与収入があった方で源泉徴収票が無い方は、給与明細書など収入が分かる
もの。

雑所得があった方 収入額を証明するもの（支払調書など）と必要経費の書類

社会保険料を支払った方
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税（入）通知書、国民年金保険料の控除証明書、
任意継続健康保険料の納付証明書など
※納付書や口座振替で納めている社会保険料は、申告しないと社会保険料控除を受けられません。

生命保険・地震保険料を支
払った方 保険会社から交付を受けた生命保険、地震保険の控除証明書

寄附金控除の対象となる
寄附をした方

寄附した団体から交付を受けた寄附金の領収書など
※申告が必要な方のうち、ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方も必ずお持ちください。

ご自身や扶養親族に
障がいがある方 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など

扶養控除（16歳未満の扶養親族
を含む）、配偶者控除、配偶者特別
控除、専従者控除を申告する方

扶養親族、配偶者、専従者のマイナンバーカード（お持ちの方のみ）
※扶養されている方が国外居住の場合は、「親族関係書類と送金関係書類」の確認が必要です（書類が外国
語で作成されている場合は翻訳文も併せて必要です）。

医療費などを支払った方
医療費控徐の明細書、明細への記載を省略する場合は保険者等が発行する医療費のお知らせ。
※令和元年分までは領収書による申告が可能でしたが、令和２年分より上記の書類が必要となります。
※医療費控除の特例の適用を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書と健康診断の結果通知表など
※インフルエンザなどの予防接種や健康診断の費用は、医療費控除の対象外です。

親族などが申告する場合
申告者本人のマイナンバーカード
※申告者本人がマイナンバーカードをお持ちでない場合は、申告者本人の運転免許証や健康保険証、年
金手帳などの身元確認書類（写し可）を１点お持ちください。
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下記確認表で申告が
必要か確認してみま
しょう！

【用語解説】【用語解説】
※１　確定申告…１月１日〜12月31日に生じた全ての所得金額に対して所得税を計算し、所得税の過不足を精算する税務署の手続き。
※２　所得控除…社会保険料や生命保険料など前年中に支払った金額や扶養親族がある場合、所得から差し引くことができる控除。

・本庁は午前９時30分から午後３時30分まで（２月21日㈰、28日㈰のみ）
・大波多目的集会所は午前９時30分から午後３時まで、茂庭多目的集会所・土湯温泉町支所は午前10時から午後３時まで
　お住まいの地区管内の支所・学習センター以外の会場でも事前の連絡なしで申告ができます。

４．個人市・県民税申告相談受付会場と日程

期日 受付会場 期日 受付会場

２
月

４日㈭ もちずり学習センター

３
月

１日㈪ 飯坂支所
５日㈮ 立子山支所 ２日㈫

大波多目的集会所 ３日㈬ 北信支所８日㈪
松川支所

４日㈭
９日㈫ ５日㈮ 信陵支所
10日㈬ ８日㈪ 蓬萊学習センター分館
12日㈮ 飯野支所 ９日㈫ 清水学習センター（御山）
15日㈪

信夫学習センター 10日㈬ 清水学習センター（御山）
16日㈫ 茂庭多目的集会所
17日㈬ 11日㈭ 吉井田支所
18日㈭ 杉妻支所 12日㈮ アオウゼ

（MAXふくしま４階）
19日㈮ 西学習センター 15日㈪

土湯温泉町支所
21日㈰ 市役所本庁舎 市民税課
22日㈪ 渡利支所※
24日㈬

吾妻学習センター25日㈭
26日㈮
28日㈰ 市役所本庁舎 市民税課

２．申告方法
会
場
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申告書は全会場で職員がパソコンで作成しますので、
事前に申告書に記載する必要はありません。P.5「3.申
告に必要なもの」をご準備の上、申告会場にお越しく
ださい。

郵送での申告を希望する方には、申告書などを送付し
ます。市民税課まで連絡してください。申告書は市民
税課、各支所・出張所に備え付けているほか、市ホー
ムページでも取得できます。
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※渡利支所にお越しの方は、支所駐車場のほか、福島県社会福祉協議会（渡利字七社宮111番地）の駐車場もご利用いただけます。

申告期間中、市民税課職員は各申告会
場に出向いているため、２月21日（日）
と２月28日（日）以外は、市役所本庁
舎市民税課窓口での申告受付は行っ
ておりません。

■受付時間／午前９時30分から午後４時まで（終了時刻の30分前までのご来場にご協力ください）

【入場制限を行います】
　３密を避けるため、会場内に入
場できる方の人数を制限していま
す。 施設の利用状況により施設内
に待合場所がない場合もあります
ので、時間をおいての再来場など
にご理解、ご協力をお願いします。

【ご協力をお願いします】
　領収書は、あらかじめ集計した
上で申告会場にお越しください。
　集計をされていない場合、受付
時間が長くなることがあります。

注意：上場株式などに係る譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除の特例などの適用を受けようとする
方は、確定申告が必要な場合があります。

・源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更する
ことで、所得税の還付を受ける、または納付する。→右のAへ

・給与以外の所得（営業、農業、不動産、一時、雑所得など）の合計が
20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。→右のBへ

・上記のどちらにも該当しない。→右のCへ

■給与収入があった方

・年金収入が400万円以下で、源泉徴収票に記載されている扶養人数
や所得控除を追加・変更することで、所得税の還付を受ける。

 →右のAへ
・年金収入が400万円超。または、公的年金以外の所得（営業、農業、

不動産、一時、給与所得など）の合計が20万円を超え、追加納付すべ
き所得税がある。→右のBへ

・上記のどちらにも該当しない。→右のCへ

■公的年金収入があった方

・確定申告をすることで、所得税の還付を受ける、または納付すべき
所得税がある。→右のBへ

・上記に該当しない。→右のCへ

■給与・年金収入者以外の方（営業、農業、不動産など）

「確定申告（※１）または市・県民税の申告が必要です」に該当した方

確定申告が必要です。
e-Tax（電子申告）あるいは、税
務署の会場（P.18参照）で申告
してください。市の会場（P.5参
照）でも確定申告ができます。
※住宅借入金等特別控除がある方は、

税務署の会場（P.18参照）です。

Ａ

確定申告が必要です。
e-Tax（電子申告）あるいは、税
務署の会場（P.18参照）で申告
してください。

Ｂ

市・県民税の申告が必要です。
申告会場は、市の会場（P.5参照）です。
例：所得税の還付・納付には該当し

ないが、源泉徴収票に記載され
ている扶養人数や所得控除を追
加・変更したい方

Ｃ

福島市役所 〒960−8601 福島市五老内町3−1　　☎535−1111㈹

給与のほかに収入があった。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

令和３年１月１日に、福島市内に居住していた。

個人市・県民税の申告確認表

令和２年１月１日〜12月31日の収入が公的年金のみ給与収入があった。

令和３年１月１日に居住していた市区
町村へお問い合わせください。

いいえ
令和２年１月１日〜12月31日に収入があった。

（無収入の方、遺族・障害年金、雇用（失業）保険、傷病手当のみ受給の方は「いいえ」へ。）

収入状況申出書を提出してく
ださい（郵送可）。申出書をお
送りしますので、市民税課ま
でご連絡ください。
※市外居住の方の税法上の扶

養になっている方も申告が
必要です。

はい

はい

はい

はい

はい
いいえ

いいえ
いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

勤務先が市に給与支払報告書
を提出した。 公的年金収入は400万円超市・県民税の

申告は不要です。

市・県民税の
申告は不要です。

確定申告（※１）または、市・県民
税の申告が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

源泉徴収票に記載されている扶養人数や
所得控除（※2）などを追加・変更したい。

税務署で確定申告（※１）をする。

源泉徴収票に記載されて
いる扶養人数や所得控除

（※２）などを追加・変更
したい。


